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会員規約 

 

第 1条（目的） 

この規約は、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団（以下「本財団」という。）

が産業廃棄物処理業者を対象に行う経営相談事業（以下「本事業」という。）の会員及

び会費等に関し、必要事項を定めることを目的とする。 

 

第 2条（会員） 

本財団定款（以下「定款」という。）第 3条に定める本財団の目的と本事業の趣旨に

賛同し、本規約第３条に定める入会手続を経て承認された法人を会員とする。ただし、

初年度の会員が 300 社を超えない場合、本財団は、本事業を行わないことがある。ま

た、会員が 300社以下となった場合、本財団は、本事業を中止することがある。 

 

第 3条（入会） 

入会希望者は、「入会申込書」に所要事項を記入のうえ、本財団の理事長に提出する

ことにより、入会を申込むことができる。 

2 前項の申込があったとき、理事長は、第 4条の規定に従い審査を行い、入会の承認・

不承認を入会希望者に対し通知する。 

3 入会希望者は、前項の入会の承認の通知を受けることにより、会員資格が付与され

る。 

 

第 4条（承認の基準） 

次の各号に定める事由に該当する場合、入会を承認しないことがある。 

(1) 本財団の目的に賛同していないとき 

(2) 本事業の趣旨に賛同していないとき 

(3) 入会申込書の記載事項に虚偽記載があるとき 

(4) 入会希望者の事業が廃棄物処理法その他の法令に違反するとき、又は著しく社会

規範に反するとき、また、そのおそれがあると理事長が判断したとき 

(5) その他、理事長が会員として不適当と認めたとき 

 

第 5条（会費の納入） 

会員は、本財団が別途通知する会費を支払うものとする。なお、会費は、会員資

格を得てその資格を継続するための費用であって、本財団が本事業により提供するサ

ービスの対価としての性格を有するものではない。 

2 会費は月額制とし、毎月末日限り当月分を預金口座からの自動振替の方法により支

払うものとする。 

3 月の途中で入会する場合、当該月の会費については、会費資格が付与された日にか

かわらず、当該月の会費全額を納入する。 

 

第 6条（変更の届出） 

会員は、本財団への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく「届出事項変更
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届」を理事長に提出しなければならない。 

2 会員が前項の届出書を提出しなかったことにより不利益を被った場合、本財団はそ

の責任を負わないものとする。 

 

第 7条（サービス） 

会員は、次の(1)号に定める経営相談業務に関するサービスを受けることができる

ほか、本財団が(2)号以下に定めるサービスを提供した場合には、当該サービスを優先

して利用することができる（本財団は、(2)号以下に定めるサービスの提供を確約する

ものではない。）。ただし、本財団は、相談を受ける専門家の守秘義務により、(1)号の

経営相談業務の具体的内容には一切関知することはせず、会員と専門家との経営相談

を設定することをサービスの目的とする。なお、会員が経営相談後に専門家との間で

契約に基づき別途当該案件につき委任することを妨げないが、本財団は、これに関し

一切責任を負わない。 

(1) 甲が設定する専門家による経営相談業務 

(2) 甲が設定するセミナー 

(3) ビジネス相談 

(4) 大手企業等とのビジネスマッチング 

(5) 各種交流会 

(6) 施設見学会 

(7) 各種研究会活動 

(8) 各種情報提供 

(9) その他各種事業 

 

第 8条（退会） 

会員が本事業を退会しようとするときは、「退会届」を理事長に提出しなければなら

ない。 

2 会費を指定された期限から 3か月以上納めないときは、退会したものとみなす。 

3 途中退会であっても、納入済みの会費は返還しない。 

4 途中退会であっても会費が納入されている場合は、当該年度末まで会員としての権

利を有するものとする。 

 

第 9条（会員資格の喪失） 

会員は、次の各号に定める事由に該当する場合、その資格を喪失する。 

(1) 本財団が解散したとき 

(2) 会員が法人格を喪失したとき又は産業廃棄物処理法に基づく許可を喪失したとき 

2 前項の規定により会員資格を喪失した場合、納入済みの会費は返還しない 

 

第 10 条（除名） 

理事長は、会員が次の各号に定める事由に該当すると判断した場合、当該会員を除

名することができる。 

(1) 本財団の名誉を著しく傷つける行為又は会員としての品位を損なう行為があった
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とき 

(2) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき 

(3) 本規約に違反したとき 

(4) その他、会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき 

2 前項の規定により会員が除名となった場合、納入済みの会費は返還しない。 

 

第 11 条（会員資格の継続） 

会員の有効期間の末日までに退会の届出がない場合は、翌年度についても継続して

会員となる意思を有するものとみなす。 

 

第 12 条（著作権） 

本財団によって提供される情報の著作権は、すべて本財団に帰属する。 

2 本財団によって提供される情報を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他い

かなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。 

 

第 13 条（免責及び損害賠償） 

会員は、本事業の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断に

よりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員また第三者

が損害を被った場合であっても、本財団は一切責任を負わないものとする（第 7 条記

載のとおり、本財団は、経営相談業務の具体的内容には一切関知することができない

ため、本項記載の資料、情報等には、会員が経営相談を受けることにより得た専門的

アドバイス等の一切を含む。）。 

2 会員が、本規約及びその他法令等に違反する行為によって、本財団に損害を与えた

場合には、本財団は当該会員に対してその損害の賠償を請求できるものとする。 

3. 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会

員に対して効力を有するものとする。 

 

第 14 条（本会員規約の追加・変更） 

本財団は、理事会の決議により、本規約の全部又は一部を変更することができる。 

2 変更された本規約は、本財団の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するもの

とし、以後会員は、当該変更された本規約を遵守しなければならない。 

 

 


